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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年３月１４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員行方不明 

発生日時 平成２９年６月１４日 １１時４８分ごろ 

発生場所 北海道知
しれ

床
とこ

岬南西方沖 

 知床岬灯台から真方位２３８°１.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４４°１９.６′ 東経１４５°１８.３′） 

事故の概要  旅客船DOLPHIN
ド ル フ ィ ン

Ⅲ
スリー

は、潜水による絡索除去作業中、船長が行方不明

となった。 

事故調査の経過 平成２９年６月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客船 DOLPHINⅢ、１９トン 

 ２４３－２１１８７北海道、有限会社ホワイトリリー旭川 

 １６.８５ｍ×４.２０ｍ×２.２４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関２基、９００kＷ（合計）、平成２年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５７年５月１３日 

  免許証交付日 平成２８年９月１５日 

         （平成３４年６月１１日まで有効） 

甲板員 男性 ２４歳 

 二級小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成２５年５月２８日 

  免許証交付日 平成２５年６月２５日 

         （平成３０年６月２４日まで有効） 

 死傷者等 行方不明 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 北東流、水温 約９℃ 

 事故の経過 本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、旅客３３人を乗せ、知床

岬を周遊するクルーズの目的で、平成２９年６月１４日１０時００分

ごろ北海道斜里
し ゃ り

町ウトロ漁港を出港した。 

本船は、知床半島沿岸部の奇岩、知床連山やイルカなどを観覧して
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１３時００分ごろ戻る予定で、船長の操船で知床半島沿岸部を北東進

中、定置網が設置されていることを示す赤旗を立てた浮標の約１０ｍ

沖を航行していたとき、絡索して航行不能となった。 

船長は、船尾中央部にタラップをかけ、船尾右舷側のビットから直

径約１２mm のさがり綱を垂らして水面下に約５～６ｍ伸ばし、潜水

機材を装着し、右手にマキリ（漁業用包丁）を持って、１１時４０分

ごろ海面下に入って絡索除去作業を開始した。 

甲板員は、船尾部で片付けなどをしていたところ、１１時４５分ご

ろ船長の声が聞こえ、船尾右舷側付近を探したが見当たらず、左舷正

横約５ｍのところに船長が浮上しているのを認め、船長からさがり綱

を投げるように指示されたため、１１時４７分ごろ垂らしていたさが

り綱を手繰って左舷方に投げたものの、船長に届かなかった。 

本船は、船首を東南東方に向け、北東風に落とされて、船長からゆ

っくりと離れていった。 

甲板員は、船長が本船の左舷方約１５ｍに位置する状況となったの

で、左舵一杯を取り、最微速力前進で接近を試みたものの、１１時４

８分ごろ左に約６０°船首を振ったところで船長が見えなくなったた

め、機関を中立にして、救命浮環を持って船首部に行き、旅客に船長

を探すように依頼しながら船長を探した。 

甲板員は、左舷正横約１５～２０ｍの海面に、空気の泡がぼこぼこ

と２回上がるのを認めた。 

甲板員は、船首部で旅客と一緒に船長を探したものの、見つからな

いので、１２時００分ごろ船舶所有者の事務所（以下「事務所」とい

う。）に携帯電話で連絡し、事務所から通報を受けた海上保安庁、消

防、観光船及び地元漁船などが船長の捜索に当たった。 

本船の旅客は、事務所手配の旅客船に１２時４０分ごろ移乗してウ

トロ漁港に戻り、本船は、１３時００分ごろ地元漁船が絡索を除去し

て、甲板員の操船でウトロ漁港に戻った。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 本船は、操舵室左舷後部の収納箱に、１２ℓ ボンベ１本、レギュレ

ーター、ハーネス、黒色のドライスーツ及び黄色のフィンを収納して

いた。 

船長及び甲板員は、冬場、知床半島沿岸一帯が海氷に閉ざされるの

で、５月から１０月までの観光シーズンに約半年間季節雇用される従

業員であった。 

船長は、元漁師で定置網関連の潜水作業の経験が豊富であり、ま

た、本船に船長として乗り組んだのは、３シーズン目であった。 

船長は、潜水機材の管理をしており、平成２８年６月ごろ業者に依

頼してボンベに空気を充填したが、それ以降は充填していなかった。 

船長は、絡網、絡索除去のため、１シーズンに約４～５回潜水作業



- 3 - 

を行っていた。 

船長は、本事故当時、今シーズンで３回目の潜水作業であり、通常

５～１０分の潜水作業を行っていた。 

船長は、通常、さがり綱を持ち、船尾右舷側から浮上していた。 

甲板員は、本船に乗り組んで５シーズン目であり、沖合で操船を行

うことがあったが、出入港操船を行ったことはなく、また、潜水も未

経験であった。 

甲板員は、本船が絡索したとき、客席で旅客に対して奇岩や景勝地

の説明をしていた。 

甲板員は、船長を見失う前の本船との距離が１５～２０ｍであり、

船長が浮上していれば見失う距離ではなく、沈んでいったので見失っ

たと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長は、行方不明となった。 

本船は、知床岬南西方沖において、船長が、潜水による本船の絡索

除去作業中、一旦、海面に浮上したものの、海中に沈んで行方不明と

なったものと考えられる。 

船長は、海面に浮上したとき、さがり綱を持っておらず、その後本

船が風に圧流されて船長から離れたものと考えられるが、船長が海中

に沈んだ状況を明らかにすることはできなかった。 

船長は、約１年間ボンベに空気を充填しておらず、１シーズンに４

～５回潜水作業をしていたことから、ボンベの空気がなくなった可能

性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、知床岬南西方沖において、船長が、潜水による

本船の絡索除去作業中、一旦、海面に浮上したものの、海中に沈んだ

ことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・潜水作業を行う場合には、事前にボンベの残量を確認し、十分に

空気が充填されているボンベを使用すること。 

・潜水作業者は、安全のため、さがり綱を有効に使用すること。 

・船上の乗組員は、上がってくる気泡などで潜水者を監視し、救命

浮環等を準備しておくことが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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事故発生場所（平成２９年６月 

１４日 １１時４８分ごろ発生） 


